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用地調査等業務共通仕様書中「別記１１ 石綿調査算定要領」 新旧対照表 

 

（新） （旧） 

  

（第１条 略） （第１条 略） 

（用語の定義） 

第２条 この要領において「対象石綿」とは、「建築物解体工事共通仕様書」（国

土交通省大臣官房官庁営繕部）に定める「石綿含有吹付け材」、「石綿含有保温

材等」及び「石綿含有成形板」をいう。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において「対象石綿」とは、「建築物解体工事共通仕様書」（国

土交通省大臣官房官庁営繕部）に定める「アスベスト含有吹付け材」、「アスベ

スト含有保温材等」及び「アスベスト含有成形板」をいう。 

 （第２条第２項から第３条まで 略）  （第２条第２項から第３条まで 略） 

（石綿調査） 

第４条 石綿調査は、現地における調査を基本とし、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める方法により、調査を行うものとする。ただし、石綿の製造・使

用等が禁止された平成 18年 9月以降に着工した建物等を除く。 

一 石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等 

 （イからロまで 略） 

二 石綿含有成形板 

 （イからハまで 略） 

ニ みなし含有とする場合は、建築物石綿含有建材調査者及びアスベスト診断

士等の専門家の意見を参考とし、調査可能な範囲をもって対象石綿の種類及

び施工範囲を決定するものとする。 

（第２項 略） 

（石綿調査） 

第４条 石綿調査は、現地における調査を基本とし、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める方法により、調査を行うものとする。 

 

一 石綿含有吹付材及び石綿含有保温材等 

 （イからロまで 略） 

二 石綿含有成形板 

 （イからハまで 略） 

ニ みなし含有とする場合は、アスベスト診断士等の専門家の意見を参考とし、

調査可能な範囲をもって対象石綿の種類及び施工範囲を決定するものとす

る。 

（第２項 略） 

（調査表） 

第５条 対象石綿の調査表は、前条の調査結果に基づき、様式第１の石綿調査表よ

り作成し、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項を記載

するものとする。 

一 調査年月日 調査を実施した年月日 

二 調査者 調査を実施した担当者の氏名 

三 建物等の所在地 調査した建物等の所在地 

四 建物等の所有者住所 建物等の所有者の住所又は主たる事務所の所在地 

五 建物等の所有者氏名 建物等の所有者の氏名又は名称 

六 建物等の番号 所有者ごとに整理した番号 

七 建物の構造・用途・面積 建物の構造、用途及び面積 

八 建物等の建築等時期の調査 建物等の建築等時期 

（調査表） 

第５条 対象石綿の調査表は、前条の調査結果に基づき、様式第１の石綿調査表よ

り作成し、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項を記載

するものとする。 

一 所在地 調査した建物等の所在地 

二 調査年月日 調査を実施した年月日 

三 調査者 調査を実施した担当者の氏名 

四 整理番号 所有者ごとの番号 

五 所有者氏名 建物等の所有者の氏名又は名称 

六 所有者住所 建物等の所有者の住所又は主たる事務所の所在地 

七 建物等の仕上材等の調査結果 調査した仕上材等の名称、調査方法 

八 検体の分析結果 検体の分析結果（専門機関の報告書を含む。） 
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九 調査方法及び石綿含有建材の名称 調査方法、使用を確認した石綿含有吹付

け材、石綿含有保温材等の名称、調査した石綿含有成形板（仕上げ材等）の名

称、分析調査の有無及び判断理由 

十 分析調査 分析調査結果（専門機関の報告書を含む。） 

十一 最終判定 対象石綿の使用の有無及び判定理由 

十二 備考 判定根拠に関する事項及びその他参考事項 

九 最終判定 対象石綿の使用の有無 

十 備考 判定根拠に関する事項及びその他参考事項 

（第６条及び第７条 略） （第６条及び第７条 略） 

（補償額の算定） 

第８条 対象石綿の除去処分費用は、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）、労

働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律（平成12年法律第104号）その他関係法令等に定める方法等

に基づく除去処分に要する諸費用について適正に算定するものとする。 

 （第２項から第５項第１号まで 略） 

（補償額の算定） 

第８条 対象石綿の除去処分費用は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その

他関係法令等に定める方法等に基づく除去処分に要する諸費用について適正に

算定するものとする。 

 （第２項から第５項第１号まで 略） 

二 石綿含有成形板が使用されている場合 

イ 石綿の除去費用 

ロ 石綿廃材の運搬費用 

ハ 石綿廃材の処分費用 

ニ 諸経費等 

ホ 前号イからハのうち、記載が必要な費用 

二 石綿含有成形板が使用されている場合 

イ 石綿の除去費用 

ロ 石綿廃材の運搬費用 

ハ 石綿廃材の処分費用 

ニ 諸経費等 

ホ イからハのうち、記載が必要な項目 
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（参考資料 略）  （参考資料 略） 

  

 


